
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
四
号

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図

る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三

十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
五
号
ロ
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
三
号
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業

に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る

法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
共
同
経
営
計
画
の
公
正
取
引
委
員
会
へ
の
送
付
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
経
営
計
画
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

共
同
経
営
計
画
及
び
同
条
第
二
項
の
書
類
の
写
し
を
公
正
取
引
委
員
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
盤
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
路
線
等
の
う
ち
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
提
供
す
る
基
盤
的

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
べ
き
路
線

二
　
前
号
の
路
線
ご
と
の
運
行
回
数
並
び
に
始
発
及
び
終
発
の
時
刻

三
　
第
一
号
の
路
線
ご
と
の
、
旅
客
輸
送
量
が

も
多
い
時
間
帯
、
旅
客
輸
送
量
が

も
少
な
い
時
間
帯
そ
の
他

の
特
定
の
時
間
帯
に
お
け
る
平
均
運
行
間
隔
時
間
及
び

大
運
行
間
隔
時
間

（
共
同
経
営
計
画
に
添
付
す
る
書
類
の
記
載
事
項
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
共
同
し
て
作

成
す
る
共
同
経
営
に
関
す
る
協
定
の
内
容

二
　
前
号
の
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
概
要

三
　
計
画
区
域
内
に
お
い
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
者
が
提
供
す
る
基
盤
的
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
事
業
の
路
線
ご
と
の
収
支
の
状
況

四
　
前
号
の
路
線
の
路
線
図
及
び
運
行
系
統
図

五
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
結
果

（
法
第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
計
画
区
域
の
存
す
る
市
町
村
（
地
域
公
共
交
通
計
画
を
作
成
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
協
議
会
を
組
織

し
て
い
な
い
場
合
　
当
該
市
町
村
及
び
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
五
十
九
号
）
第
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
対
象
と
な
る
者

二
　
計
画
区
域
の
存
す
る
市
町
村
（
地
域
公
共
交
通
計
画
を
作
成
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
道
路
運
送
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
公
共
交
通
会
議
を
組

織
し
て
い
る
場
合
　
当
該
地
域
公
共
交
通
会
議

三
　
前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
　
計
画
区
域
の
存
す
る
市
町
村
、
当
該
市
町
村
の
住
民
の
代
表
者

そ
の
他
当
該
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
者

（
共
同
経
営
計
画
の
公
表
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
行
っ
た
と
き
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
認
可
の
日
付
、
当
該
認
可
を
受
け
た
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
名
称
及
び
当
該

認
可
に
係
る
共
同
経
営
計
画
の
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

（
共
同
経
営
に
関
す
る
協
定
の
内
容
の
変
更
の
認
可
申
請
）

第
七
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
経
営
に
関
す
る
協
定
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
協
定
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
変
更
後
の
当
該
協
定
に
基
づ
く
共
同
経
営
に
係

る
共
同
経
営
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
し
た
事
項
及
び
そ
の
理
由

二
　
変
更
後
の
当
該
協
定
の
内
容
（
法
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
第
四
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
変
更
に
伴
い
変
更
さ
れ
る
事
項
の
内
容

四
　
当
該
変
更
に
伴
う
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
結
果

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
共
同
経
営
計
画
及
び
添
付
書
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
写
し
を
公

正
取
引
委
員
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
共
同
経
営
に
関
す
る
協
定
の
内
容
の
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
九
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち
、
協
定
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
、
計
画
区
域
又
は
共
同
経

営
の
対
象
と
す
る
路
線
等
の
名
称
の
変
更
そ
の
他
の
共
同
経
営
計
画
の
実
施
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
変

更
と
す
る
。

２
　
前
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
共
同
経
営
計
画
変
更
届
出
書
を

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
変
更
し
た
事
項
（
新
旧
の
共
同
経
営
計
画
（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

（
定
期
の
報
告
）

第
九
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
報
告
は
、
共
同
経
営
計
画
の
実
施
期
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
状

況
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
百
日
以
内
に
、
当
該
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
計
画
区
域
内
に
お
け
る
基
盤
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
状
況

二
　
共
同
経
営
計
画
に
お
い
て
定
め
た
共
同
経
営
の
目
標
の
達
成
状
況

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
条
　
道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
及
び
第
十
五
条
の
十
五
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十

三
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
地
域
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
同
令
第
十
五
条
の
三
及
び
第
十
五
条
の
十
五
中
「
そ
れ
ら
の
許
可
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ

ら
の
」
と
、
「
許
可
又
は
認
可
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
認
可
の
申
請
に
係
る
共
同
経
営
計
画
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
令
和
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


